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航
空
機
騒
音
測
定
結
果

横
田
基
地
の
航
空
機
騒
音
の 

実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
騒
音
測
定

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
７
月
〜
９

月
の
結
果
は
左
の
表
の
と
お
り
で

す
。　

※（　
）内
は
前
年
比　
〈
基

地
・
渉
外
担
当
〉

くらし 子育て・教育福祉・健康 スポーツ審議会・委員会

　

昭
島
市
消
防
団
に
所
属
し
、

地
域
住
民
の
生
命
・
財
産
の
安

全
確
保
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

＊
第
一
分
団 

分
団
長

　
陰
山
幸
次
さ
ん（
中
神
町
）

東
京
都
消
防
褒
賞

お
知
ら
せ

今
月
の
納
期　
納
期
限
12
月

25
日（
木
）　
種
類
・
担
当
▽

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第
３
期

分
、
国
民
健
康
保
険
税
第
６
期
分
＝

納
税
課　
▽
介
護
保
険
料
第
６
期
分

＝
保
険
料
係　
▽
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
第
６
期
分
＝
後
期
高
齢
者
医

療
係

市
税
・
保
険
料
の
休
日
窓
口

を
開
設　

日
時
12
月
21
日

（
日
）の
午
前
９
時
〜
午
後
４
時　
場

所
市
役
所　
取
り
扱
い
・
担
当
▽
市

民
税
・
都
民
税
・
森
林
環
境
税
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動

車
税（
種
別
割
）、
国
民
健
康
保
険
税

＝
納
税
課　
▽
介
護
保
険
料
＝
保
険

料
係　
▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

＝
後
期
高
齢
者
医
療
係

住
宅
建
て
替
え
中
の
土
地
に

対
す
る
固
定
資
産
税
な
ど
を

軽
減　
土
地
の
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
は
、
基
準
日
で
あ
る
１
月
１

日
時
点
で
住
宅
が
建
っ
て
い
る
場

合
、
特
例
と
し
て
軽
減
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
建
て
替
え
予
定
ま
た

は
建
て
替
え
中
で
基
準
日
に
住
宅
が

完
成
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
要
件

を
満
た
せ
ば
継
続
し
て
軽
減
さ
れ
ま

す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
建

て
替
え
で
は
な
く
新
た
に
住
宅
を
建

▼７月～９月の測定結果
①＝拝島第二小　②＝FOSTERホール（市民会
館）・公民館 （単位：回）

① ②
午前０時～午前７時 58 （38） 32 （18）
午前７時～午後７時 2326 （423）521 （84）
午後７時～午後10時 630 （70） 93 （17）
午後10時～午前０時 16 （10） 4 （3）
騒音測定回数合計 3030 （541）650（122）
１ 日 平 均 回 数 33 （4） 7 （1）
※ 70デシベル以上で、かつ、飛行していない
ときと比べて①は８デシベル、②は６デシ
ベル以上大きい騒音を測定しています。

築
す
る
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。　
〈
土
地
資
産
税
係
〉

農
産
物
即
売
会　
い
ず
れ
も

な
く
な
り
次
第
終
了
／
雨
天

実
施　

日
時
・
場
所
▽
12
月
６
日

（
土
）・
20
日（
土
）・
27
日（
土
）の
午

後
２
時
か
ら
＝
東
中
神
駅
前
交
番
隣　

▽
12
月
13
日（
土
）・
27
日（
土
）の
午

後
２
時
か
ら
＝
昭
島
駅
南
口
商
店
会

館
前　
▽
日
曜
日
の
午
前
８
時
40
分

頃
か
ら
、
水
曜
日（
31
日
を
除
く
）の

午
後
３
時
30
分
頃
か
ら
＝
田
中
団
地

第
２
集
会
所
前
広
場　

▽
平
日（
31

日
を
除
く
）の
午
前
９
時
〜
午
後
３

時
＝
農
産
物
直
売

所「
み
ど
り
っ
子
」　

〈
都
市
農
業
担
当
〉

高
齢
者
ス
マ
ホ
相
談
会

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
操
作
方

法
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す（
申

込
不
要
／
混
雑
時
は
待
ち
時
間
あ

り
）。　

日
時
12
月
16
日（
火
）の
午

後
１
時
〜
４
時　
※
１
人
30
分
ま
で　

場
所
朝
日
会
館　
対
象
60
歳
以
上
の

方　
定
員
10
人
程
度（
先
着
順
）　
持

ち
物
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン　
主
催
東
京

都
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局　
〈
介
護

福
祉
課
〉

開
　
催

住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金の申請を受け付け住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金の申請を受け付け
For the Earth，For the Future�～カーボンニュートラルへの旅路～For the Earth，For the Future�～カーボンニュートラルへの旅路～

　太陽光発電などの新エネルギー機器などを、令
和７年１月１日～ 12月31日に新たに購入・設置し
た方（個人事業主、法人も含む）に、右下の表のと
おり補助金を交付します。ただし、市税や国民健
康保険税を滞納している方、及び、以前に同補助
金を受けた方（以前補助対象であった機器の補助金
を受けた場合を含む）を除きます。詳しくは、案内
をご覧ください。
◇ 案内・申請書の配布　市役所環境課計画推進係、
東部出張所（イーストテラス・サブスリー内）、
あいぽっく、環境コミュニケーションセンター、
緑会館、武蔵野会館、アキシマエン
シス国際交流教養文化棟で（市ホーム
ページからダウンロードも可）　
◇ 申請　12月１日～１月30日（消印有効）に、必要

書類を〒196-8511　市役所計画推進係へ
☆詳しくは、計画推進係へ。

▼補助金額 （1000円未満切り捨て）
補助対象機器 補助金額 限度額

太陽光発電システム
１万5000円×補助
対象機器の最大出
力キロワット数

６万円

太陽熱ソーラーシス
テム ５万円 ５万円

太陽熱温水器 ２万5000円 ２万5000円

蓄電池 機器費の３分の１
以内の額 ５万円

燃料電池
（エネファームなど）５万円 ５万円

※ 申請が多数の場合は、予算の範囲内で按
あん

分して補助金
額を決定します。


